
1.　はじめに

既存の道路を有効かつ安全に活用するために
は，常に道路施設の健全性を確保することが必要
である。そのため，高知県では，平成 26 年 7 月
から道路法施行規則に 5年に 1回の頻度で行うこ
とが義務付けられた道路施設の点検や診断，それ
らの結果に基づく長寿命化計画を策定したうえ
で，計画的な修繕対策を行っていくこととしてい
る。本稿では，高知県における橋梁の点検・診
断・修繕を確実に実施するために構築した橋梁メ
ンテナンスサイクルについて紹介する。

2.　高知県の現況

高知県が管理する道路延長は約 2,800 km あ
り，約 2,600 の橋梁を有している（平成 29 年 5
月現在）。
これらの橋梁の多くは，高度経済成長期に建設

されており，建設から 50 年以上経過した橋梁
は，現在，全体の約 5 割となっているが，20 年
後には，全体の約 8割を占めるなど，今後，急速
に老朽化した橋梁の割合が増加していくと予想さ
れている（図－ 1）。
これらを踏まえ，本県では，橋梁の安全性を確

保し，安心して利用するために，橋梁メンテナン

スサイクルを構築し運用している。この中で重要
な役割を担うものが定期点検である。定期点検
は，多岐にわたる損傷を確実に発見し，正確に評
価・記録することが求められるが，厳しい財政状
況にある本県においては，技術的専門家（建設コ
ンサルタント等）に定期点検を委託することに限
界があった。そこで，定期点検にかかるコストの
縮減および職員のマネジメント意識の向上を目的
として，平成 18 年度から，遠望目視による定期
点検を職員が行ってきた。
一方，道路法施行規則の一部を改正する省令

（以下，「省令」という。）が平成 26 年 3 月 31 日
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図－ 1　50年以上の橋梁の分布および推移
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に公布され，同年 7月 1日より施行されたことに
より，橋梁等の定期点検は，5年に 1回の頻度で
近接目視による点検を行うことと，その健全性に
ついては 4 段階に区分することが義務付けられ
た。このため，平成 26 年度からは，職員による
近接目視が困難な橋梁については，外部委託によ
る点検を行うこととし，現在は，職員と外部委託
による定期点検を併用している。

3.　職員による橋梁点検

職員による橋梁点検を可能とするため，本県で
は平成 27 年 3 月に「高知県道路橋定期点検要領
（案）（以下，「県要領」という。）」を策定し，橋
梁の定期点検を実施している。以下に県要領策定
の経緯と，その特徴について述べる。

⑴　県要領策定の経緯
本県では，管理施設の効率的かつ計画的な維持

管理を実現していくため，平成 16 年度に産（橋
梁の民間協会等）・官（高知県）・学（高知工科大
学）で構成される「アセットマネジメント検討委
員会」を設立した。橋梁については，平成 17 年
度に同委員会に属する「橋梁分科会」からの助言
を受け，「高知県職員橋梁点検マニュアル（案）（以
下，「県マニュアル」という。）」を策定し，平成
18 年度から職員点検を運用し，必要に応じて改
訂を行ってきた。
その後，平成 26 年度の省令改正を受けて，県

マニュアルを見直し，その内容を同分科会に諮り
策定した県要領に基づき，定期点検を実施してい
る。

⑵　県要領の特徴
①　国土交通省策定の点検要領を基本に策定
橋梁の効率的かつ計画的な維持管理を実現して

いくためには，正確で詳細な点検データが基礎デ
ータとして必要となる。このため，国が策定した
「橋梁定期点検要領（案）平成 16 年 3 月　国道・
防災課」を基本に県マニュアルを策定し運用して

きた。
その後，平成 26 年度に国が新たに策定した「橋
梁定期点検要領平成 26 年 6 月　国道・防災課（以
下，「国要領」という。）」を受けて，県マニュア
ルを見直した県要領により定期点検を行っている。

②　健全性の診断基準を県独自で規定
損傷に対する健全性診断（対策区分判定）には，
高度な専門的知識や経験が求められることから，
職員が判断することによる判定ミスのリスクを軽
減させるため，損傷評価区分に対応した診断区分
の基準を県独自で規定した。ただし，損傷評価区
分と診断区分との関連性は，あくまで目安とし，
橋梁ごとの損傷状況や損傷個所を精査したうえで
判断することとしている。

③　職員のスキルアップを目的とした内容
職員の専門的技術力の向上を目的として，劣化
現象を図表により解説したものや，損傷が発生し
やすい部位を図等で表示，また，管理橋梁の実事
例写真による解説などを県要領に盛り込んでいる。

⑶　橋梁点検講習会の開催
職員による定期点検を継続していくためには，
技術力向上が重要であることから，毎年度，県内
3ブロック（東部・中部・西部）において，橋梁
点検講習会を開催している。講習会は，橋梁点検
に習熟した技術者（建設コンサルタント）を講師
に招き，座学講習と実際に損傷している橋梁で行
う現地実習としている（写真－ 1）。
講習会においては，受講者のスキル向上を目的
に熟練度に応じて，「初心者向け」と「経験者向け」
に分けた講習会を開催している。
初心者向け講習会では，橋梁点検とは何かを理
解してもらうことを重視し，県要領の記載内容や
損傷評価の考え方，点検の作業手順（図－ 2）等，
基礎的な内容について重点的に講習している。ま
た，現地実習では，まず講師が点検を行いながら
講習し，その後，受講者が実際に点検を行う手法
としている。
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一方，経験者向け講習会では，より高度な専門
的技術に対応するため，劣化現象のメカニズムお
よび損傷が発生しやすい部位や箇所などの技術的
講習に加え，橋梁点検結果がどのように活用され
るかを理解してもらうため，高知県橋梁長寿命化
修繕計画の概要も講習テーマとしている。また，
現地実習では，受講者が自ら点検する時間を多く
取り，点検結果に対する意見交換をしながら，橋
梁点検の着眼点等を講習する手法としている。

4.　高知県橋梁長寿命化修繕計画への
反映

本県では，橋梁の定期点検データの蓄積に伴
い，平成 19 年度から，高知県橋梁長寿命化修繕

計画（以下，「長寿命化計画」という。）の検討に
着手し，平成 23 年度に計画を策定した。その
後，平成 27 年度に一部更新を行い，現在は，年
度ごとの定期点検結果を反映させながら，時点修
正した長寿命化計画に基づき修繕対策を行ってい
る。
長寿命化計画に基づいた橋梁修繕を進めるため
には，橋梁ごとの点検結果の信頼性が重要とな
る。さらに平成 26 年度の省令改正以降は，健全
性診断結果（表－ 1）を既存の長寿命化計画に反
映させる必要がある。ここでは，職員による定期
点検結果を長寿命化計画に反映させるためのシス
テム（図－ 3）について述べる。

写真－ 1　橋梁点検講習会の状況

座学講習の状況 現地実習の状況

図－ 2　現地での作業手順の解説図の例
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⑴　診断結果の審査および見直し
職員による健全性診断結果のばらつきをなくす

ため，各出先機関から提出された点検調書を，橋
梁点検に習熟した技術者（建設コンサルタント）
が審査する作業を行っている。審査した結果につ
いては，県庁道路課と内容を精査し，見直しが発
生する場合は，各出先機関と協議・調整したうえ
で修正することとしている。
なお，平成 27 年度の点検では，健全性Ⅲ区分

をⅡ区分等の判定に見直したものが，全体の約 2
割であった。

⑵　診断結果を反映した計画の時点修正
健全性Ⅲ区分と判定した橋梁は，早期に措置

（修繕）を完了させる必要があるため，毎年度，

長寿命化計画を時点修正している。修正にあたっ
ては，定期点検によりⅢ区分となった橋梁の修繕
を前倒しするとともに，Ⅱ区分となった橋梁の修
繕を後回しする等の見直しを行っている。なお，
年間に要する修繕予算については，既存計画どお
りとした。

⑶　損傷評価データの審査と蓄積
既存計画は，既往の定期点検から得られた損傷
評価データを用いて，劣化予測や LCCの平準化
を行った計画となっている。今後は，全橋梁の近
接目視による定期点検が完了した後に，これまで
に蓄積した損傷評価データを用いて，長寿命化計
画の更新を行うこととしている。
損傷評価データの妥当性については，「アセッ
トマネジメント検討委員会・橋梁分科会」のメン
バーが中心となった「アドバイザー会議」により，
点検結果を審査することとしている。

5.　おわりに

本県では，職員による橋梁点検を取り入れ，定
期点検にかかるコストの縮減および職員のマネジ
メント意識の向上に努めるとともに，橋梁メンテ
ナンスサイクルの構築を進めてきた。職員点検の
開始から約 10 年が経過し，ある一定の効果は得
られていると考えている。
一方，今後の課題としては，点検結果の精度向
上が挙げられる。本稿で述べた橋梁点検講習会の
継続した取組みにより，職員による点検精度は一
定の向上が見られるものの，損傷種類の間違い
や，評価結果に疑義のある点検結果等も見受けら
れる。このため，今後の点検結果を踏まえ，更な
る点検精度の向上を図るシステムを検討する必要
がある。
最後に，本県の取組みが一例となり，今後，職
員による橋梁定期点検の導入を検討している道路
管理者の参考となれば幸いである。

図－ 3　高知県における橋梁メンテナンスサイクル

表－ 1　健全性の診断区分

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ
予防保全
段階

構造物の機能に支障が生じていないが，
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい状態。

Ⅲ
早期措置
段階

構造物の機能に支障が生じる可能性があ
り，早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ
緊急措置
段階

構造物の機能に支障が生じている，又は
生じる可能性が著しく高く，緊急に措置
を講ずべき状態。
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